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渋谷区千駄ヶ谷区民施設 

賃貸飲食店候補者選定公募型プロポーザル

募集要項 
渋谷区千駄ヶ谷区民施設1階のテナントスペースで賃貸飲食店を募集します。飲

食店使用の事業計画や賃料を提案いただき、提案内容を総合的に審査の上、賃借人

の候補者を決定します。 

１ 千駄ヶ谷区民施設の概要                                                           

（1） 名  称    渋谷区千駄ヶ谷区民施設 

（2） 所  在    渋谷区神宮前一丁目１番１０号 

（3） 施設概要    敷地面積     約 824.54㎡ 

建築面積     約 579.65㎡ 

延べ面積      約 2,735.34㎡ 

建築規模    地上６階・地下１階 

構  造    鉄骨造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造） 

 

（4） 施設構成   地下1階 サークルホール（集会場） 

１階 テナントスペース、管理事務室、 

病後児保育室１・２ 

２階 サークルルーム（多目的室）１・２、一時保育室 

３階 サークルルーム（多目的室）３・４、 

子育て広場・遊戯室 

４階 保育園職員室、調理室、1歳児室、２歳児室 

５階 ３歳児室、４歳児室、５歳児室 

 

２ 賃貸物件の概要                             

（１） 賃貸物件  渋谷区千駄ヶ谷区民施設1階テナントスペース 

（２） 床面積     貸付可能面積 238.31㎡（約72.08坪） 

※貸付面積は賃借人の事業計画書内の企画提案を基に区と協 

議して決めるものとします。 

（３） 用 途   飲食店（物販エリアの併設も可能です） 

（４） 参考資料 

ア 賃料予定額 賃料は賃借人の事業計画書内の企画提案を基に区と協議して 
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決めるものとします。 

※参考月額 1,328,728円（貸付面積238.31㎡の場合） 

 参考単価 １㎡あたり 約5,576円 

（渋谷区行政財産使用料条例に基づき算出） 

イ 厨房規模 

① 電気：電灯15kVA 動力26kVA 

   ② 設備：排気3,000㎥/h程度まで対応可能 

給水４０A 排水100mm ガス５０A 

（最終的な設備規模を検討中） 

※参考年間来館者数 約72,000人（平成30年度千駄ヶ谷区民会館実績） 

賃貸物件の図面は、別添資料を参照してください。 

 

３ 店舗設置の基本的な考え方                             

千駄ヶ谷区民施設は区民の文化の向上及び区民福祉の増進のため、区民を中心と

したグループや地域で活動する団体に活動の場を提供する施設となります。施設の

リニューアルに際して、飲食スペースを本施設1階に誘致することで、施設利用者

の利便性向上を図るとともに、地域の交流をよりいっそう活性化することにも寄与

したいと考えています。 

※食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）第５５条の飲食店営業（アルコール 

類含む）、都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条、東京都文教地区建築 

条例（昭和25年条例第88号）第２条で定める用途地域及び特別用途地区（第二 

種中高層住居専用地域、第二種住居地域、商業地域、第一文教地区、第二種文教 

地区）の範囲内で、当該施設、地域環境の雰囲気にふさわしい営業を行ってくだ 

さい。 

 

４ 賃貸の条件                                                              

（１） 契約形態 

応募者から提案していただく飲食店使用の事業計画及び賃料を区が総合的 

に審査し、賃借人として決定したものと定期建物賃貸借契約（借地借家法（平 

成3年法律第90号）第38条）を締結します。 

（２） 契約期間 

定期建物賃貸借契約の期間は、賃借人の事業計画書内の企画提案を基に区 

と協議し決定するものとします。 

（３） 契約開始時期 

定期建物賃貸借契約の開始時期は、令和６年１月以降の予定です。具体的 
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な契約の開始時期は、区と賃借人の協議により定めるものとします。なお、 

区に対する賃料の支払は、賃貸物件の引渡し時から発生するものとします。 

（４） 賃料 

① 賃料は、原則１か月ごとの前払とします。 

② 賃料の３か月分を保証金とします。保証金は、定期建物賃貸借契約の期間 

が満了し、賃貸物件の引渡しを受けた後に返還します（無利子）。ただし、 

未納賃料その他賃借人が本来負担すべき費用に未納があった場合は、保証金 

の額からその額を差し引いた額を返還します。 

③ 賃料は、区が発行する納入通知書により、１か月ごとに、納入期限までに 

支払うものとします。変更を希望する場合は、区と協議するものとします。 

なお、賃料は、本契約期間の開始日以降に発生するものとします。 

➃ 契約期間中、原則として賃料の改定は行いません。 

（５） 経費の負担 

飲食店使用に係る次に掲げる経費は、賃借人の負担とします。 

ア 運営全般に関する人件費 

イ 食材費、材料費 

ウ 業務に付随する費用 

  ・廃棄物等ごみの処理 ・細菌検査 ・清掃等 

エ 光熱水費 

オ 電話、インターネット含む通信費 

カ 厨房機器等別に追加で機器を設置した場合の費用 

キ 業務等に係る什器備品等の費用 

ク 賃借人による内装工事にかかる費用 

ケ 賃貸物件の原状回復に係る費用 

コ その他飲食店舗の運営に係る必要経費 

（６） 禁止事項 

① 賃貸物件の転貸はできません。ただし、区が認める場合はこの限りではあ 

りません。 

② 賃貸物件を飲食店舗、物販以外の用途に使用することはできません。 

③ 美観風致を害する恐れがあること、公衆に不快の念（臭気等）又は危害を 

与える恐れがある場合には使用することができません。 

（７） 契約の解除、変更 

区は、次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができます。 

① 区が賃貸物件を公用又は公共用に供するため必要とするとき。この場合、 

賃借人は、区に対して、このことによって生じた損失の補償を求めることが 
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できます。（地方自治法（昭和22年法律第67号）第238条の5第4項及び第 

5項） 

② 賃借人が本募集要項の応募資格を失ったとき又は定期建物賃貸借契約に違 

反したとき。この場合、区は、賃借人に対して、このことによって生じた損 

害の賠償を求めることがあります。また、賃借人に損害又は損失が生じても、 

区は、その賠償又は補償の責めを負いません。 

③ 賃借人が、参加資格の詐称その他不正な手段により使用許可を得たとき。 

この場合、賃借人に損害又は損失が生じても、区は、その賠償又は補償の責 

めを負いません。 

➃ 賃料の支払いの有無にかかわらず、休業状態が1か月間継続しているとき。 

この場合、賃借人に損害又は損失が生じても、区は、その賠償又は補償の責 

めを負いません。 

⑤ 食品衛生法第５５条に規定する許可の取消し又は営業の停止を受けたとき。 

この場合、賃借人に損害又は損失が生じても、区は、その賠償又は補償の責 

めを負いません。 

（８） 原状回復 

① 建物の構造上支障のない範囲で、間仕切等の内装工事を認めます。工事の 

実施に当たっては、区と十分に協議・調整するとともに、関係法令等を遵守 

し、その費用は、賃借人が全て負担するものとします。また、原則として、 

契約期間満了時までに原状回復することを条件とします。ただし、内装等の 

直接営業に関わる工事を除く工事費用を区が負担した部分については、原状 

回復は必要ないものとします。 

② 賃借人は、本契約が解除されたときは、自己の負担により賃貸物件を原状 

に回復し、区が指定する期日までに返還しなければならないものとします。 

ただし、区が特に承認した場合は、この限りではありません。 

③ 賃借人が、期日までに原状回復の義務を履行しないときは、区が原状回復 

のための処置を行い、その費用の支払いを事業者に請求することができるも 

のとします。この場合において、賃借人は、何ら異議申し立てをすることは 

できません。 

（９） 損害賠償 

① 賃借人が、賃貸物件の使用に際し、区又は第三者に損害を与えたときは、 

全て自己の責任でその損害を賠償するものとします。 

② 賃借人は、その責に帰すべき事由により、賃貸物件の全部又は一部を滅失 

又は毀損したときは、当該滅失又は毀損による賃貸物件の損害額に相当する 

額を区に支払わなければなりません。ただし、賃借人が自己の負担により賃 
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貸物件を原状に回復した場合は、この限りではありません。 

（10） 定期報告 

事業者は、毎年度終了後、速やかに前年度の収支実績を含む事業報告書を 

作成し、区に提出することとします。また、この定期報告以外にも、区から 

経営状況に関する収支等の報告を求められた場合は、事業者は、その求めに 

応じなければなりません。なお、クレーム対応については、その都度区まで 

報告することとします。 

（11） 法令等の遵守 

賃貸物件の使用に当たっては、関係法令等の定めによるもののほか、使用 

細則及び定期建物賃貸借契約書において定めることとします。 

（12） 運営について 

① 営業日・営業時間 

ア 営業日・営業時間については、原則として月に１回（日曜日）と１２月 

２９日から翌年の１月３日までを休館日とし、営業時間を午前９時から午 

後１０時までを予定しておりますが、賃借人の事業計画書内の企画提案に 

より区と協議して定めるものとします。 

イ 営業日及び営業時間を変更する場合は、事前に区の承認を受けなければ 

なりません。 

ウ 区が営業時間の延長や通常の営業日以外に営業を依頼した場合は、区と 

の協議に応じてください。 

② 厨房内機器の工事について 

ア 厨房内の既設の機器については、別添資料「テナント面積」及び別紙1 

「工事区分表」における既存設備に含まれているものが該当します。 

イ 賃借人は、追加で機器等の設置を行う場合、区と設計及び施工上の協議 

を行ってください。なお、飲食店舗の周壁、厨房防火区画の位置は変更で 

きません。 

ウ 別添資料「テナント面積」及び別紙1「工事区分表」に記載のないもの 

は、賃借人の負担となります。なお、追加設置する熱機器は電化機器とし 

てください。ガスレンジ等の設置は出来ません。 

エ 食品衛生法で定める営業許可のほか、東京都食品製造業等取締条例（昭 

和28年条例第111号）で定める営業許可が必要となる場合があります。 

工事着手前に事前相談を行ない、適切な時期に営業許可申請を行ってくだ 

さい。 

  ③ 提供メニュー等 

    提供メニューについて変更があった場合は区へメニューの提出をすること 
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とします。販売価格は、事前に区と協議の上、賃借人が定めるものとします。 

➃ 営業に伴う関係法令上の手続 

飲食店舗の営業に伴い、関係法令上必要となる諸官庁への申請・届出等に 

ついては、全て賃借人の責任において行うこととします。 

⑤ 食材の仕入れ・管理 

     仕入れ食材については、安全性等信頼できる業者から仕入れることとし、 

提供食材の瑕疵については、賃借人が全ての責任を負うこととします。また、 

食材の安全管理には十分配慮するとともに、適温管理を行い、鮮度・品質保 

持に努め、消費期限等を厳守しなければなりません。 

⑥ 販売・精算方法 

賃借人の事業計画書内の企画提案によります。決済サービスに渋谷区のデ 

ジタル地域通貨「ハチペイ」を導入することとします。 

⑦ 食事提供方法 

賃借人の事業計画書内の企画提案によります。 

⑧ 衛生管理 

ア 賃借人は、飲食店舗における衛生管理に十分注意を払うとともに、これ 

らにおいて発生した食品衛生法上の問題等については、直ちに区へ報告の 

うえ、全て賃借人の負担と責任において対処するものとします。 

イ 食品衛生法等の関係法令を遵守してください。従業員の検便、健康診断 

については、賃借人の責任において実施し、従業員の健康管理に努めるこ 

ととします。 

⑨ 廃棄物等の搬出 

区は、渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例（平成11年条例第36号） 

第24条の2により、施設から排出される事業系一般廃棄物の総重量の8割以 

上を再利用する義務を負っています。この義務について、賃借人は、同条例 

第24条第5項により、区に対する協力義務があるため、必要に応じて区の指 

示に従ってください。また、飲食店舗で発生したごみや残飯等の処理につい 

ては、賃借人の責任と費用負担で減量化・資源化してください。なお、店舗 

で発生した廃棄物等を一時的に保管する場所を要する場合は、区と協議する 

ことができます。 

⑩ 施設の管理 

ア 賃借人は、善良な管理者の注意をもって賃貸物件を使用しなければなり 

ません。 

イ 賃借人に対し、区が本施設の管理上必要な事項を通知した場合は、その 

事項を遵守しなければなりません。 
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ウ 賃借人は、飲食店舗（物販エリアを併設する場合には物販エリアも含め 

た範囲）における衛生管理に十分留意し、常に清潔に保ってください。な 

お、賃貸部分のテーブル・イス及びフロアの清掃（飲食店舗利用に伴うも 

の）は、賃借人の負担で行うものとします。 

エ 施設（店舗内を除く。）及び敷地内において、張り紙、看板等の表示又 

は掲出は、区と協議が必要となります。 

オ 受変電設備の法定点検により全館一斉停電等を行うときは、協力の上、 

食材等の保管対策を行ってください。 

カ 千駄ヶ谷区民施設敷地内における店舗関係車両の駐車は禁止とします。 

ただし、納品車両の駐車については区との協議とします。 

⑪ その他 

本仕様書の各条項に関し疑義があるとき、その他賃貸物件の使用について 

疑義が生じたときは、区と事業者で協議をすることとします。 

（１３） 賃貸物件に係る日常の管理業務（清掃等）は、全て賃借人が行うものとし 

ます。 

（１４） 賃借人は、建築、電気、機械等の各設備を良好な状態に保全するよう使用

してください。 

（１５） 賃借人は、区が行う管理運営上の指示に従っていただきます。その他必要

事項は、あらかじめ区と協議するものとします。 

 

５ 応募資格等                                                              

（１） 応募資格  

応募者は、法人又はその他の団体とし、（２）応募条件に抵触しないこと 

を条件とします。 

（２） 応募条件 

国・地方公共団体において一般競争入札の参加制限を受けているもの並び 

に国税及び地方税を滞納しているものは、応募者及び契約相手方になること 

はできません。 

また、次のいずれかに該当するものも、応募者及び契約相手方になること 

はできません。 

ア 法令等に違反するもの又はその恐れのあるもの 

イ 公序良俗に反するもの又はその恐れのあるもの 

ウ 政治性又は宗教性のあるもの 

エ 信用失墜行為等に相当する社会問題を起こしているもの 

  オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１
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２２号）に規定する風俗営業を営むもの 

カ 消費者金融及びギャンブルを業として行うもの 

キ 法律に定めのない医療類似行為を行うもの 

ク 特定商取引に関する法律で、連鎖販売取引と規定されるもの 

ケ 債権取立て、示談引受けなどを取扱業務とするもの 

コ 不当景品類及び不当表示防止法に違反しているもの 

  サ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第６号に規定する暴力団員が役員又は代表者として若しくは実質的に

経営に関与しているものその他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ

き関係を有しているもの 

シ その他不適当であると区長が認めるもの 

 

６ 応募方法等                                 

（１） 応募方法  

（3）提出書類を、募集期間内に郵送又は持参してください。    

（２） 募集期間等 

ア 募集要項公開期間 ············· 令和５年１月１３日(金) 

～令和５年１月２７日(金)（１５日間） 

イ 参加申込受付期間 ············· 令和５年１月１３日(金) 

～令和５年１月２７日(金)16 時まで（１５日間） 

ウ 質問受付期間 ··············· 令和５年１月１３日(金) 

～令和５年１月１９日(木)（７日間） 

  エ 質問回答日 ················ 令和５年１月２４日(火) 

  オ 参加資格審査結果の通知 ··········· 令和５年２月１日(水) 

カ 事業計画書の提出期間 ············ 令和５年２月２日(木) 

～令和５年２月１６日(木)16 時まで（１５日間） 

キ プレゼンテーション及びヒヤリング審査 ·· 令和５年３月中旬頃予定 

参加申込事業者が多数となった場合、事業計画書の一次審査を行います。 

一次審査で合格となった事業者のみがプレゼンテーション及びヒヤリング 

に参加できます。 

ク 審査結果の通知 ············· 令和５年３月下旬頃予定 

（３） 提出書類  

応募者は、次の書類（Ａ4判、正1部、写７部）を提出してください。「７ 

審査に係る事項」を参考に、詳細に作成してください。 

※応募書類の各ページには、応募者が特定できる社名やロゴマークのなど 
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の記載は正本のみとして、写し７部の該当箇所は全て黒塗りや被服する 

などして、識別できないようにしてください。 

ア 渋谷区千駄ヶ谷区民施設1階飲食店 参加申込書（指定様式） 

なお、記載内容については、別途資料を提出していただいても構いません。 

イ 渋谷区千駄ヶ谷区民施設1階飲食店 事業計画書（指定様式 各A４判１枚） 

なお、事業計画書内で別途資料の提出を認めているもの以外別途資料の提 

出は認めません。 

ウ 申込団体の概要及び直近3か年の決算報告書（任意様式） 

エ 法人にあっては、登記事項証明書（発行後3か月以内のもの） 

その他の団体にあっては、これらの内容を明らかにする書類  

オ 法人税、消費税、法人事業税、法人住民税の納税証明書（直近1年間のも 

の） 

（４） 選定の手順 

ア 募集要項公開 

公開期間 令和５年１月１３日（金）～令和５年１月２７日（金） 

イ 参加申込受付 

受付期間 令和５年１月１３日（金）～令和５年１月２７日（金）１６

時まで 

提出先 〒150-8010 

渋谷区宇田川町 1 番 1 号 

渋谷区役所 区民部 地域振興課 施設係 

提出方法 持参又は郵送 

※郵送の場合は、書留郵便としてください。（提出期限日必着） 

提出書類 １ 参加申込書･･･所定の様式による（別紙参照） 

２ 登記簿謄本（正本）（発行後 3 か月以内のもの。） 

３ 決算報告書（直近３か年の直前決算のもの。貸借対照表

及び損益計算書） 

４ 法人事業税及び法人住民税の納税証明書（正本） 

５ 法人税又は所得税の納税証明書その 1（正本） 

６ 消費税及び地方消費税の納税証明書その 1（正本） 

７ 営業に関する資格、免許等の写し 

※提案する企画の実施や商品の販売に必要な資格、免許等

の写し 

  ウ 質問受付期間 

本選定に関する質疑は、全て質問書によることとします。質問がある場合 
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は、次のとおり質問書を提出してください。 

受付期間 令和５年１月１３日（金）～令和５年１月１９日（木） 

提出方法 原則として、電子メールで提出してください。 

メールの送付先 sec-kuminshisetu@shibuya.tokyo 

提出様式 １ 質問書の様式は任意とします。 

２ 質問書には、以下の事項を記入してください。 

① 事業者名、所在地、連絡先（電話番号）、担当者名 

② 質問内容 

３ 電子メール送信は、件名を次のとおりとしてください。 

件名：飲食店舗選定質疑＋（事業者名） 

  エ 質問回答期間 

回答期間 令和５年１月２４日（火） 

回答方法 「質問回答書」をメールで送付します。 

※本選定に関係のない質問等については、区の判断で回答を

控えさせていただくことがあります。 

  オ 参加資格審査結果の通知 

回答期間 令和５年２月１日（水） 

回答方法 参加資格検査結果についてメールにて通知いたします。 

カ 事業計画書の提出 

提出期間 令和５年２月２日（木）～令和５年２月１６日（木）16 時ま

で 

提出先 〒150-8010 

渋谷区宇田川町 1 番 1 号 

渋谷区役所 区民部 地域振興課 施設係 

提出方法 持参又は郵送 

※郵送の場合は、書留郵便としてください。（提出期限日必着） 

提出書類 １ 事業計画書が入った電子媒体（DVD 又は CD-R） 

２ 事業計画書 

３ 企業概要及び事業概要（事業経歴、資本金等） 

備 考 １ 提案は、本仕様書に定める各要件に合致する内容として 

ください。 

２ 事業計画書の提出がない場合は、参加を取りやめたもの

とみなします。 

   キ プレゼンテーション及びヒヤリング審査 

下記のとおり実施します。なお、欠席した場合は、参加を取りやめたもの 
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とみなします。参加申込事業者が多数となった場合、事業計画書の一次審査 

を行います。一次審査で合格となった事業者のみがプレゼンテーション及び 

ヒヤリングに参加できます。 

開催期日 令和５年３月中旬頃予定 

開催場所 渋谷区役所本庁舎 8 階 会議室（予定） 

※開催時間等の詳細については、参加者に別途御連絡します。 

内容 参加者による事業計画書の説明（15 分程度）及び審査員によ

るヒヤリング（5 分程度） 

※出店への意欲や提案の具体性・実現性などを確認します。

事業計画書の中で、特に強調したい項目を中心に説明してく

ださい。 

備 考 １ 出席者は、責任者を含め 3 名以内としてください。 

２ 当日に新しい資料等の提出はできません。提出済みの事

業計画書に基づき説明をしてください。 

３ プロジェクター等は参加者各自の持ち込みにより利用が

出来ます。 

ク 審査結果の通知 

通知日 令和５年３月下旬頃予定 

通知方法 審査結果について、文書にて通知します。 

 

７ 審査に係る事項                               

以下の項目について、区において総合的に審査を行います。 

なお、応募者の提案内容について、確認・説明・追加資料の提出を求める場合が

あります。 

（１） 応募者の業種・業態・飲食店・物販の使用形態 

（２） 区に対して支払う賃料の額  

（３） 適正かつ安定的に賃貸物件を管理する能力・応募者の経営状況 

（４） 地域貢献、文化事業等の社会貢献事業の考え方 

（５） その他  

 

８ その他                                                   

（１） 提出書類は、渋谷区情報公開制度の公開請求対象となる場合があります。  

（２） 提出書類は、上位２社については理由を問わず返却しません。 

（３） 応募に必要な一切の経費は、応募者の負担とします。 
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（４） 提出書類に虚偽の記載があった場合は、審査対象から除外します。 

（５） 必要に応じて、提案内容を公表する場合があります。 

（６） 各種図面等データの貸出しについては1月下旬を予定しています。 

（７） 質問については下記問合せ先にメールでお願いします。 

（８） 各種工事に係る期間については契約期間に含むものとします。 

（９） 工事については各種法令を遵守してください。 

（１０） 工事及び施設の管理に必要な届出については賃借人側で行ってください。 

（１１） 区の最終的な選定により、事業者が決定しない場合があります。 

 

９ 申込み・問合せ先                                      

渋谷区区民部地域振興課施設係（担当：明石・藤森・湯本） 

〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1-1 7階 

電話 03-3463-1639 

FAX 03-5458-4906 

Ｅ-mail： sec-kuminshisetu@shibuya.tokyo (要確認)    

                            


